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令和8年1月30日

🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、警備に従事するすべての従業員の安全と健康を最優先とし、労

働災害ゼロを目指して安全衛生管理の向上に取り組みます。

1 健康状態の把握と無理のない配置

2 高年齢者の「つまずき・転倒」「反応の遅れ」など特有リスクの安全教育実施

3 夏季の熱中症対策、冬季の路面凍結による転倒防止及び防寒対策の徹底

4 夜間業務の照明設備改善

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、地域社会の安全に貢献する者として、一

人1人が安全意識を高く持ち、安心して働ける環境づくりに努めます。

1 常に周囲の状況を確認して行動します

2 体調に不安がある場合は無理をせず、また日頃から体力つくりをします

3 教育・訓練に積極的に参加し、常に知識と技能の向上を目指します

4 日々のKY（危険予知）を具体化し、危険ポイントを共有します


